
 

 

 

 

令和７年 

３月高浜市議会定例会 

議 案 書 

（議員提出分） 

    



 

議員提出議案第１号 

 

   高浜市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につい

て 

 

 次のとおり高浜市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改

正するものとする。 

 

  令和７年３月２５日提出 

 

提出者 高浜市議会議員  鈴 木 勝 彦 

賛成者 高浜市議会議員  今 原 ゆかり 

               〃     柴 口 征 寛 

               〃     岡 田 公 作 

               〃     黒 川 美 克 

               〃     倉 田 利 奈 

               〃     長谷川 広 昌 

               〃     福 岡 里 香 

 

 

   高浜市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改 

正する条例（案） 

 

 高浜市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年高浜市条例

第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１０項中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改める。 

 第１２条第５項中「及び第３０条」を削り、同項の表中「第２条

第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

 第１７条第２項第１号中「給与又は報酬、福利厚生」を「給与若

しくは報酬若しくは福利厚生」に改め、「その他」を「又は」に改め

る。 

 第１９条第１項中「議会の保有する」を削り、同条第２項中「こ

の章において」及び「この章及び第４８条において」を削る。 

 第２８条第２項中「この章において」を削る。 

第３２条第２項中「この章及び第４９条において」を削る。 



 

第３３条第３項中「この章において」を削る。 

 第３９条第１項中「この章において」を削り、同条第２項中「こ

の章及び第４９条において」を削る。 

 第４０条第３項中「この章において」を削る。 

 第４８条中「第４章」を「前章」に改める。 

 第４９条中「保有個人情報の特定」の次に「に資する情報の提供」

を加える。 

第５４条から第５６条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第

５４条から第５６条までの改正規定は、同年６月１日から施行す

る。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前

の例による。 

 

   提案理由 

この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部改正及び刑法等の一部改正等に伴い、所

要の規定の整備を行うためであります。 

 



議員提出議案第２号 

  

高浜市議会委員会条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市議会委員会条例の一部を改正するものとする。 

  

  令和７年３月２５日提出 

 

提出者 高浜市議会議員  鈴 木 勝 彦 

賛成者 高浜市議会議員  今 原 ゆかり 

               〃     柴 口 征 寛 

               〃     岡 田 公 作 

               〃     黒 川 美 克 

               〃     倉 田 利 奈 

               〃     長谷川 広 昌 

               〃     福 岡 里 香  

 

 

高浜市議会委員会条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市議会委員会条例（昭和４６年高浜市条例第２６号）の一部

を次のように改正する。 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（委員会の開会方法の特例） 

第１５条の２ 委員長は、大規模な災害等の発生等又は重大な感染

症のまん延により委員が委員会の開会場所に参集することが困難

と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインに

よる方法」という。）で委員会を開くことができる。ただし、第

２０条第１項の秘密会は、この限りでない。 

２ 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法

で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければな

らない。 

３ 前項の規定による届出をして、オンラインによる方法で委員会

に出席する委員は、委員会の開会場所に参集し委員会に出席して



いるものとみなして、この条例の規定を適用する。 

４ オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項

は、議長が別に定める。 

第２１条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法

で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なけれ

ばならない。 

第２２条第１項中「。以下「法」という。」を削る。 

第２５条第１項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあ

らかじめ」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べる

ことができる。 

第２８条に次の１項を加える。 

２ 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法により意見を述

べる公述人には適用しない。 

第２９条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べる

ことができる。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

この案は、委員会について、オンラインによる方法の特例を定め

るためであります。 

 

 



議員提出議案第３号 

 

高浜市議会会議規則の一部改正について 

 

次のとおり高浜市議会会議規則の一部を改正するものとする。 

 

令和７年３月２５日提出 

 

提出者 高浜市議会議員  鈴 木 勝 彦 

 〃     〃     橋 本 友 樹 

         〃     〃     荒 川 義 孝 

〃     〃     神 谷 直 子 

〃     〃     野々山 啓 

〃     〃     福 岡 里 香 

〃     〃     岡 田 公 作 

〃     〃     長谷川 広 昌 

〃     〃     北 川 広 人 

〃     〃     黒 川 美 克 

 

  

高浜市議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

 

高浜市議会会議規則（平成２４年高浜市議会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

目次中「第８５条」を「第８５条の２」に改める。 

第６条中「すべて」を「全て」に改める。 

第８条第２項中「認めるときは、」の次に「会議に宣告すること

により」を加え、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって

緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議

時間を変更することができる。 

第１３条及び第１６条中「そなえ」を「備え」に改める。 

第１８条第１項中「承認を要する」を「許可を得なければならな

い」に改め、同項に次のただし書を加える。 



ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なけ

ればならない。 

第１８条第２項及び第３項中「承認」を「許可」に改める。 

第２８条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従って」に

改める。 

第３０条第３項中「聞いて」を「聴いて」に改め、同条に次の１

項を加える。 

４ 投票の効力に係る法第１１８条第６項の規定による通知に関し

必要な事項は、議長が定める。 

第３６条第１項中「聞き」を「聴き」に改める。 

第３７条中「まって」を「待って」に改める。 

第３８条第１項中「ついで」を「次いで」に改める。 

第４１条中「終ったとき」を「終わったとき」に改める。 

第４３条第２項中「調査が」を「調査を」に、「会議」を「議

会」に改める。 

第４４条第２項中「認めるときは、」の次に「議会の承認を得

て、」を加える。 

第４９条及び第５３条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第７２条中「第３１条第２項」を「第３０条第４項及び第３１条

第２項」に改める。 

第７５条第３項中「すべて」を「全て」に改める。 

第７５条の４第１項中「学識経験者等（以下「公述人」とい

う。）は、」の次に「前条の規定により」を加え、「文書で」を削

る。 

第７６条第１項中「記載し、又は記録する事項」を「記載する事

項」に改め、同条第２項中「その他の方法」を「その他議長が適当

と認める方法」に改める。 

第７７条中「（会議録が電磁的記録をもって作成されている場合

にあっては、電磁的方法による提供を含む。）」を削る。 

第７９条中「（会議録が電磁的記録をもって作成されている場合

にあっては、法第１２３条第３項に規定する署名に代わる措置をと

る議員）」を削る。 

第２章第１節中第８５条の次に次の１条を加える。 

（出席委員に関する措置） 

第８５条の２ この章における出席委員には、法第１０９条第９項



の規定に基づく条例の規定により、映像と音声の送受信により相

手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以

下「オンラインによる方法」という。）で委員会に出席している

委員を含む。 

第９１条中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に

改め、同条に次のただし書を加える。 

ただし、会議の議題となる前においては、委員長の許可を得な

ければならない。 

第１０５条及び第１０７条第１項中「すべて」を「全て」に改め

る。 

第１０８条第１項中「委員でない議員」の次に「（以下この条に

おいて「委員外議員」という。）」を加え、「聞く」を「聴く」に

改め、同条第２項中「委員でない議員」を「委員外議員」に改め、

同条に次の２項を加える。 

３ 前２項の場合において、法第１０９条第９項の規定に基づく条

例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれている

ときは、委員外議員は、オンラインによる方法で説明し、若しく

は意見を述べ、又は発言することができる。 

４ 前項の委員外議員が、オンラインによる方法で説明し、若しく

は意見を述べ、又は発言することを希望するときは、あらかじめ

委員長に届け出なければならない。 

第１１０条に次の１項を加える。 

２ 法第１０９条第９項の規定に基づく条例の規定により、委員会

がオンラインによる方法で開かれている場合において、委員長

が、委員として発言するときは、委員長の職務を行うことができ

ない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまで

は、委員長の職務を行うことができない。 

第１１８条中「第１章第４節」を「前章第４節」に改める。 

第１２０条に次のただし書を加える。 

ただし、法第１０９条第９項に基づく条例の規定により、オン

ラインによる方法で出席している委員は、この限りでない。 

第１２６条中「第３１条第１項まで」の次に「（第３０条第４項

を除く。）」を加える。 

第１２９条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１３０条第２項中「、法人の名称」を「並びに法人の名称」に



改め、同条第５項を次のように改める。 

５ 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題とな

った後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会

議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならな

い。 

第１３２条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に

付託することができる。 

第１３２条第２項を次のように改める。 

２ 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。 

第１３２条第３項中「みなす」を「みなし、それぞれの委員会に

付託する」に改める。 

第１３３条に次の２項を加える。 

３ 前項の場合において、法第１０９条第９項の規定に基づく条例

の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれていると

きは、紹介議員は、オンラインによる方法で説明することができ

る。 

４ 前項の紹介議員が、オンラインによる方法で説明することを希

望するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。 

第１３４条第１項中「意見を付け」を削り、同条中第２項を第３

項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見

を付けることができる。 

第１３６条中「これに類するもので、その内容が請願に適合す

る」を「これに類するもので議長が必要があると認める」に改め

る。 

第１４１条を次のように改める。 

（決定の通知） 

第１４１条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事

項は、議長が定める。 

第１４３条中「外とう、襟巻、つえ」を「コート、マフラー」に

改め、同条ただし書中「議長の許可を得たときは」を「会議への出

席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものに

ついては」に改める。 

第１４８条の見出し中「印刷物」を削り、同条中「資料、新聞



紙、文書等の印刷物」を「資料等」に改める。 

第１５０条中「すべて」を「全て」に改める。 

第１５２条中「議決することは」を「議決することが」に改め、

同条の次に次の１条を加える。 

（代理弁明） 

第１５２条の２ 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会

議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委

員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させるこ

とができる。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

この案は、委員会のオンラインによる方法の特例の追加等に伴

い、所要の規定の整備を行うためであります。 

 


